
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年 101 単位 56 単位 25 単位 20 単位 単位 単位

96 人 90 人 人 0 % 3 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 7

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

中退率

令和8年6月1日

411-0036

055-971-1833
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人鈴木学園 昭和43年11月9日 理事長　鈴木　康之 静岡県三島市一番町15-35
411-0036

055-971-1833

中央歯科衛生士調理製菓専
門学校

平成22年3月31日 鈴木　啓之 静岡県三島市一番町15-35一番町15-35

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

医療 専門課程　歯科衛生学科 歯科衛生学科 平成18(2006)年度 - 平成26(2014)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

学科の目的
教育基本法（昭和22年法律第25号）の精神に則り、学校教育法（昭和22年法律第26号）に従い、に掲げる事項を行うとともに、教養の向上と人格の陶冶を図るため、組織的
な教育を行う。（1）歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）に基づく歯科衛生士の養成に必要な科学的知識・技能の教授

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

取得可能な資格：歯科衛生士国家試験受験資格、介護職員初任者研修
歯科衛生士の業務内容歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導の知識と技術を習得するとともに、超高齢社会に対応できる歯科衛生士を育成するカリキュラムに
沿って教育する。

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

3 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和7年度卒業生）

27
■地元就職者数 (F) 22
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 96

81

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 28
■就職希望者数 (D)　　　　　： 28
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和8年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

県内外の歯科診療医所、病院

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

20

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
http://www.suzuki.ac.jp/about/disclosure/

96
■進学者数 0
■その他

0

うち企業等と連携した演習の単位数 0

うち必修単位数 20

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

総単位数 101

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数 20

うち必修授業時数

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数） 20

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ



人

人

人

人

人

人

人

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において
その担当する教育等に従事した者であって、当該専門課
程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六
年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 2

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 3

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 5

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

5

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0



種別

－

－

－

①

①

（年間の開催数及び開催時期）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

歯科医師は三島市の歯科医師会会長であり、歯科衛生士は静岡県歯科衛生士会の副会長である。お二人とも三島市の歯
科業界において中心的な方々である。現在歯科衛生士に何が求められ、そのような教育に力を入れるべきかのご意見をい
ただき、授業や臨地臨床実習に活かしていく。日々進化していく歯科業界において、最新の機器に触れることは卒後にの就
職に大きく左右する。企業や歯科材料業者とも連携して多くの知識を取り入れられるようご意見をもとに特別授業を計画中
である。

根木　規予子
中央歯科衛生士調理製菓専門学校
歯科衛生学科　副学科長

令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

名　前 所　　　属 任期

鈴木　啓之 中央歯科衛生士調理製菓専門学校　校長
令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方
針
・1年次から地域歯科保健活動の実際を学ぶため、各市で行われる地域歯科保健活動の場で見学・実習を行っている。
・企業での歯科診療を通じて、業界の動向や最新の技術がどう活用されているかを経験する。
・企業で活躍する人材を学校に招聘し、組織での働き方や仕事観などを現場から伝えてもらう。
・上記を将来の就職を見据えた上で研修企業を選定し、企業の歯科衛生部門で900時間（20単位）の臨地臨床実習を行う。
実習は指導と評価を伴う。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会にて出された意見と本学ならびに歯科業界の状況を鑑みて学内会議で審議し、理事長の許可を経て
決定し、次年度の授業・実習・行事の反省と改善を行っている。教育課程編成委員会等の位置付けは下図のとおり。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

小野　真理子
中央歯科衛生士調理製菓専門学校
歯科衛生学科　学科長

令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

令和８年５月１日現在

斉藤　彰久 一般社団法人　三島歯科医師会　会長
令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（前期、後期）

（開催日時（実績））
第１回　令和7年10月30日　 16：00～
第２回　令和8年2月5日  　15：00～

大川　晃子
特定非営利活動法人　静岡県歯科衛生士会
副会長

令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況



臨地臨床実習

科　目　概　要

あしたか歯科医院

解剖学 黒木歯科診療所

歯科矯正学 桑原歯科医院

県内歯科医院、順天堂大学医学部付属静岡病院、三島総合病院、ラサンテふよう、三島市保健センター、三島北小学校、しらゆり幼稚園など合計60施設

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
・校内では指導することや学生自身が経験することの難しい、専門分野に関する知識・技能・技術の習得
・専門分野に関する最新技術や専門性の高い技術、知識の教授
・企業ニーズ、業界ビジョンの教授
・その他社会人基礎力の習得等、社会人力育成への寄与

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

歯科臨床概論 i　DENTAL CLINIC

歯科補綴学

企業連携の方法

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

３．【校外】企業内実習
（４に該当するものを除
く。）

歯科診療補助の意義を理解し、歯
科衛生士が行う歯科診療の補助
に必要な知識・技能・態度を習得
し、臨床の場に十分対応し得る能
力を得ることをねらいとする。

歯科保健指導の意義を理解し、歯
科保健指導および歯科衛生教育
における歯科衛生士として必要な
知識・技能・態度を習得し、臨床の
場に十分対応し得る能力を得るこ
とをねらいとする。

歯科予防処置の意義を理解し、う
蝕予防・歯周病予防における歯科
衛生士として必要な知識・技能・態
度を習得し、臨床の場に十分対応
し得る能力を得ることをねらいとす
る。

歯科予防処置の意義を理解し、う
蝕予防・歯周病予防における歯科
衛生士として必要な知識・技能・態
度を習得し、臨床の場に十分対応
し得る能力を得ることをねらいとす
る。

歯科衛生士概論・歯科臨床概論・
歯周病学・歯科保存修復学・歯内
療法学・歯科補綴学・口腔外科学・
歯科矯正学・高齢者歯科学・有病
者・障害者歯科学・インプラント・歯
科放射線学の専門分野総合の復
習を行い、卒業・歯科衛生士国家
試験に対応できる知識のまとめを
ねらいとする。

科　目　名 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（３）の臨地臨床実習においては県内各市の臨床実習施設から臨床実習評価表による評価をいただき、学生にフィードバッ
クしている。また、むし歯の日に行われる各市歯科医師会から要請され参加するイベントである地域歯科保健活動への参加
実習、いい歯の日の周知活動イベントへの参加実習等は臨地実習評価表による評価をいただき、学生にフィードバックして
いる。地域で活躍されている歯科医師・歯科衛生士による講義等は受講態度、定期試験の実施により行っている。フィード
バックは個人面談や保護者を含む三者面談で行う。



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

R8．7月・8月 対象： 歯科衛生士教員

教育講演・特別講演

歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ 連携企業等： 全国歯科衛生士教育協議会

R8．11月 対象： 歯科衛生士教員

総会・研修会

日本歯科衛生教育学会 連携企業等： 全国歯科衛生士教育協議会

R8．11月 対象： 歯科衛生士教員

教育講演・特別講演・シンポジウム

歯科衛生士専任教員講習会Ⅱ・Ⅳ 連携企業等： 全国歯科衛生士教育協議対象

東海地区歯科衛生士教育協議会研修会 連携企業等： 東海地区歯科衛生士教育協議会

R8．6月 対象： 歯科衛生士教員

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

令和7年度東海地区歯科衛生士教育協議会 連携企業等： 東海地区歯科衛生士教育協議会

令和7年6月28日（土） 対象：
東海地区歯科衛生士
養成所専任教員

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

教育講演・特別講演・シンポジウム

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

・歯科教育または学校教育で提供される教育内容である歯科衛生の専門性に関する動向、産業振興の方向性、
　新産業の成長に伴い新たに必要となる知識・技術・技能を習得する。
・歯科教育または学校教育で提供される知識・技術・技能の専門性の維持、向上を目的とした研修に参加する。
・毎年、新入教職員研修１回（全新入教職員対象）、春季教職員研修１回（全教職員対象）、夏季教職員研修１回（全教職員
対象）、
　この他に毎年研修計画書を作成して実施している（別紙参照）。
・就業規則　第５５条（研修規程）に法人は教職員の業務に必要な知識・技能・資質向上のための教育訓練を教職員に対し
て行う
　ことを規定しており、詳細は教職員研修規定に定めている。

第16回日本歯科衛生教育学会総会・学術大会 連携企業等： 日本歯科医師会、日本歯科衛生士会

令和7年12月6日・12月7日 対象： ：歯科衛生士専任教員

②指導力の修得・向上のための研修等

総会・研修会

②指導力の修得・向上のための研修等

教育講演・特別講演

母子歯科保健講習会 連携企業等： 静岡県歯科医師会

R9．2月 対象：
学校歯科保健に関わ
る養護教員・保健師・

講習会

鈴木学園夏季教職員研修会 連携企業等： 中央医療健康大学校、中央調理製菓専門学校、富士メカニック専門学校

R8．8月 対象： 専任教員・職員

未定



種別
企業関係
者
同窓会会
長

保護者

（３）学校関係者評価結果の活用状況
委員の方々に実際に授業・実習を見学していただいたり、会議に参加していただき疑問や気付き、意見等をいただくことによ
り、より良い学校づくりをしていく。また、評価されるという緊張感をもって教育にあたることで各教員が切磋琢磨していくこと
を期待する。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 【項目５】教育環境、【項目６】教育活動の基盤と改善 ・向上の取組
（１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 【項目１】教育理念・目的・目標
（２）学校運営 【項目４】教育実施組織・教員、【項目６】教育活動の基盤と改善 ・向上

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
①評価活動を通したコミュニケーションにより、保護者や企業関係者などと学校が互いに理解を深める。
②学校が行った評価が、学校に関係する方々に受け入れられるかについて意見をいただき、自己評価の客観性・透明性を
高める。
③保護者や企業関係者など、学校に関係する方々に、それぞれの立場、視点から意見を出し合うことで、よりよい学校づくり
をめざす。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（６）教育環境 【項目５】教育環境
（７）学生の受入れ募集 【項目３】学生の受入れ、学生支援
（８）財務 【項目６】教育活動の基盤と改善 ・向上の取組

（３）教育活動 【項目２】教育課程・教育の実施・学修成果
（４）学修成果 【項目２】教育課程・教育の実施・学修成果
（５）学生支援 【項目３】学生の受入れ、学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： http://www.suzuki.ac.jp/about/disclosure/mishima/upload/20150528-171946-7252.pdf
公表時期： 令和8年6月1日

しおみ歯科医院
令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

久保　由紀子 二枚橋歯科医院
令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

中山　康子 第22期生保護者
令和8年4月1日～令和10年3
月31日（２年）

汐見　久美子

（２）各学科等の教育 開　示：定員、教育システム、取得可能な資格一覧、主な就職先
（３）教職員 開　示：教職員数（事業計画書内）
（４）キャリア教育・実践的職業教育 開　示：幼稚園・小学校の集団指導

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
・ホームページへの学校活動の掲示
・臨床実習施設連絡会議の開催

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 開　示：学校の概要、事業計画

（８）学校の財務 開　示：貸借対照表、収支計算書
（９）学校評価 開　示：学校関係者評価
（１０）国際連携の状況 該当なし

（５）様々な教育活動・教育環境 開示：学生支援の取り組み状況（事業計画書内）					
（６）学生の生活支援 開示：学生支援の取り組み状況（事業計画書内）					
（７）学生納付金・修学支援 開　示：納付金

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： 　http://www.suzuki.ac.jp/about/disclosure/
公表時期： 令和8年6月1日

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
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1 ○ 生物学

ヒトも地球上の生態系の一員であり、その
進化の過程を理解し、更に生物であるヒト
の構造、組織、代謝や免疫のメカニズムを
理解することで専門科目の基礎となる部分
を習得する。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

2 ○ 化学

歯科衛生士として必要な最低限の科学的内
容についての理解を深める。口腔衛生管理
の為には使用する器具、薬品についての十
分な理解がなくては技術を十分発揮するこ
とができず、不時の対応も行えないことに
留意し、基礎的事項の徹底を図る。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

3 ○ 医療倫理学

現在、複雑で多様化している社会の中で、
患者の立場に立脚した歯科医療従事者の医
療倫理を説明する。国際的倫理規範、先人
の医療倫理の叡智、患者の人権、イン
フォームドコンセント、生命倫理、生と死
の問題など現在の医の倫理的状況を踏まえ
て考えることを目的とする。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○

4 ○
コミュンケー
ション論・心
理学

コミュニケーションとは、他の人との何ら
かの情報をやりとりして、共有するプロセ
スである。そのプロセスから相手と一緒に
関係を築いていくこと、更に医療人を志す
ものとして接遇におけるコミニュケーショ
ンについても学ぶ。人間の行動を探求する
科学であることを、心理学の広範囲での知
見をもとに概説する。パーソナリティー、
行動の発現と適応過程、環境の認知、学習
と記憶などの基礎領域を通して人間理解を
深めることを目的とする。

２
年
・
前

30 1 ○ △ ○ ○

5 ○ 歯科英語

外国人の患者と意思疎通をすることは、歯
科衛生士として大変重要なことである。口
腔衛生指導、シーラント等の臨床でのさま
ざまな場面を想定した表現を身につけるこ
と を ね ら い と し て い る 。 Listening ・
PairWork等の活動を取り入れた授業を展開
することによって、さらに一歩進んだ生き
た英語を身に着けることをねらいとしてい
る。

1
年
・
後

34 1 ○ ○ ○

授業科目等の概要
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6 ○ 社会学

歯科医療の基礎として、教育・都市・家
族・・・等多様な領域について基礎的な内
容を学習し、現代社会の状況や諸問題に対
する社会学の取組みについても学習し、そ
の上で歯科医療が社会に及ぼす影響につい
て学習する。

1
年
・
後

30 2 ○ ○ ○ ○

7 ○ 解剖学

人体の正常な構造を理解するための学問で
ある。体の働き（機能）を知るためにも解
剖学・形態学を把握し、十分に理解するこ
とをねらいとする。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

8 ○ 組織・発生学

人体の階層性・すなわち人体は共通のはた
らきをもつ器官が集まった器官系によって
つｋられ、それぞれの器官は種々の異なる
細胞が集まった組織によって構成されてい
る。そこで、本授業は人体を公正する最小
単位である細胞から始め、人体の仕組みに
ついての理解を深めることをねらいとして
いる。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

9 ○ 口腔解剖学
解剖学の一分野で口腔を中心とした解剖学
のことが、口腔解剖学である。歯科医学に
必要な人体の構造を重点的に学ぶ。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

10 ○ 生理学

生命のシステムというのはきわめて巧妙に
できている。その中でも人体のシステムと
いうのはきわめて複雑であり、そのシステ
ムに不都合が生じた状態が疾患である。疾
患を理解するためには人体のメカニズムを
理解する必要があるが、それを学ぶのが生
理学である。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

11 ○ 生化学

ヒトにおける栄養素の消化・吸収・代謝の
機序、その調整のメカニズムが生命現象と
どのような関わりをもって営まれているか
を化学的な知識をもって深める。さらにそ
れらの広範な知識を背景にして、口腔内の
組織構成、特に歯牙、唾液、堆積物、う蝕
との免疫関係についても理解を深める。

1
年
・
後

15 1 ○ ○ ○ ○

12 ○ 病理学

病理学という基礎と臨床の間にある教科を
学ぶことにより、正常な組織と疾患のある
組織との違い、その治癒について理解す
る。また組織の変化を理論的に学ぶことに
より歯科衛生士の日常業務を円滑に行なえ
るようにする。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

13 ○ 薬理学

歯科に受診する患者は、健康な人であると
は限らず、むしろ高齢者など復習の疾患を
有する患者が多い。歯科治療に使用される
薬物だけでなく、全身疾患及びその治療薬
を知る事、また、相互作用などにも注意を
払えるようになる事を目標とする。また、
歯科特有の薬剤に関する知識の習得を目的
とする。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○



14 ○ 微生物学

口腔疾患の多くは微生物による感染症であ
り、歯科衛生士が行う業務には、口腔疾患
の予防処置や保険指導が含まれる。また臨
床では器具の消毒や減菌に携わることか
ら、十分な微生物学の知識を必要とする。
微生物学では、その基礎となる総論～各
論、免疫、減菌・消毒法、化学療法剤につ
いて詳細に解説する。

1
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○

15 ○ 口腔衛生学

口腔保健を進めていく上で、歯科衛生士と
して必要な基礎的な知識を学ぶ。歯周疾患
の予防の概要について理解するとともに、
地域歯科保健の現状とその評価法ならびに
実際の地域での口腔保健の進め方について
も知る。

1
年
・
前
後

60 2 ○ ○ ○ ○

16 ○ 歯科衛生統計

臨床で治療の方法の選択を行う場合、その
歯科疾患を免疫的に捉え、その情報を解釈
するための知識を勉強します。そして、新
しい歯科的な知識を学会誌などから得る場
合に必要になる統計の基本理論や計算法、
解釈ができるようにする。

２
年
・
前

30 1 ○ ○ ○ ○

17 ○
衛生学・公衆
衛生学

衛生学・公衆衛生学は、私たちの健康問題
と私たちを取り巻くあらゆる環境因子との
相互関係を追及する学問であり、(日常生活
や健康に環境がどのようにかかわっている
か・生活や健康を維持、増進するために環
境問題にどのように対処をしているか）な
ど、健康と環境との関係を学習する。ま
た、医療従事者として、疾病予防や健康増
進などの保健問題を地球規模で考え、地域
社会できめ細やかな活動が実践できるよう
基礎的な知識を学習する。

１
年
・
後

30 2 ○ ○ ○ ○

18 ○
衛生行政・社
会福祉

衛生行政の仕組みや保険医療、さらに福祉
関係の法規についても精通し、また社会福
祉や社会保険制度における医療保険の諸対
策についても理解を深める。

２
年
・
後

30 2 ○ ○ ○ ○

19 ○
専門基礎医学
総論

薬理学・微生物学・口腔衛生学・歯科衛生
統計・衛生学・公衆衛生学・衛生行政・社
会福祉の専門知識分野総合の復習を行い、
卒業・歯科衛生士国家試験に対応できる知
識のまとめをねらいとする。

３
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

20 ○
歯科衛生士概
論

歯科衛生士業務や役割について十分理解さ
れることを目的とする。歯科衛生士につい
ての基本的な知識、専門性について考え現
代社会における歯科衛生士に求められる事
を明確にし、目指すべき歯科衛生士につい
て考える事をねらいとする。

１
年
・
前

30 2 ○ ○ ○ ○



21 ○ 歯科臨床概論

歯科医学について、口腔内写真などの画像
を多く使い、歯科臨床医学の理解を深め
る。まず医の倫理について説き、歯科医療
の特異性、歯科疾患を知る。ついで、縦割
りの学問体系で各臨床分野の内容を紹介
し、その後は横断的に歯科臨床医療を包括
的に説明する。

１
年
・
前

30 1 ○ ○ ○ ○

22 ○ 歯周病学

歯周病についての理解を深めるとともに、
歯周病がどのような病気であるか、原因や
進行のメカニズム、治療法、予防法などを
学ぶ。

１
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

23 ○
保存修復学・
歯内療法学

歯の硬組織疾患の病院や病態を理解し、予
防、検査・診査、診断、治療、メンテナン
スを理解する。歯髄ならび根尖性歯周組織
の疾患について、検査・審査・診断、治療
を理解する。

１
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

24 ○ 歯科補綴学
歯・歯列・顎骨・顔面の欠損を人工装置で
補い、障害された機能と失われた顔貌の審
美性を改善・回復する治療について学ぶ。

１
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

25 ○ 口腔外科学

顎口腔領域に存在する多彩な組織に生じる
多種多様な疾患を対象とし、その内観血的
手術を必要とする疾患や治療について学
ぶ。

１
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

26 ○ 小児歯科学
成長発達期にある小児を対象とする歯科医
学。処置内容ではなく、年齢で区分されて
いる。

２
年
・
前

30 1 ○ ○ ○ ○

27 ○ 歯科矯正学

口腔・顎顔面頭蓋の発生と成長発育、およ
び加齢による正常な変化や、発達上の異常
の遺伝的・環境的要因を研究して予防・抑
制を図り、さらに不正咬合を治療すること
で機能と審美性を改善し、患者の健康と生
活の質の向上に寄与する歯科医学。

１
年
・
後

30 1 ○ ○ ○ ○

28 ○ 高齢者歯科学
高齢者を歯科の分野から直接及び間接的に
支えるための方策を考える。

２
年
・
前

30 1 ○ △ ○ ○ ○

29 ○
有病者・障が
い者歯科学と
インプラント

老年人口割合が22％を超えた現代における
歯科医療のあり方と歯科衛生士の役割りを
基礎分野から臨床まで、有病者・障害者歯
科医学の観点から学習する。

２
年
・
前

30 1 ○ ○ ○ ○

30 ○ 歯科放射線学
物質を透過する能力のあるエックス線撮影
について、その装置・方法・線量の低減方
法・画像解釈等について学ぶ。

２
年
・
前

30 1 ○ ○ ○ ○

31 ○
臨床歯科医学
総論

歯科衛生士概論・歯科臨床概論・歯周病
学・歯科保存修復学・歯内療法学・歯科補
綴学・口腔外科学・歯科矯正学・高齢者歯
科学・有病者・障害者歯科学・インプラン
ト・歯科放射線学の専門分野総合の復習を
行い、卒業・歯科衛生士国家試験に対応で
きる知識のまとめをねらいとする。

３
年
・
後

90 3 ○ ○ ○ ○



32 ○
歯科予防処置
論Ⅰ

歯科予防処置の意義を理解し、う蝕予防・
歯周病予防における歯科衛生士として必要
な知識・技能・態度を習得し、臨床の場に
十分対応し得る能力を得ることをねらいと
する。

１
年
・
前
後

## 4 ○ △ ○ ○

33 ○
歯科予防処置
論Ⅱ

歯科予防処置の意義を理解し、う蝕予防・
歯周病予防における歯科衛生士として必要
な知識・技能・態度を習得し、臨床の場に
十分対応し得る能力を得ることをねらいと
する。

２
年
・
前
後

## 4 △ ○ ○ ○

34 ○
歯科予防処置
論Ⅲ

歯科予防処置の意義を理解し、う蝕予防・
歯周病予防における歯科衛生士として必要
な知識・技能・態度を習得し、臨床の場に
十分対応し得る能力を得ることをねらいと
する。

３
年
・
前

30 1 △ ○ ○ ○

35 ○
歯科保健指導
論Ⅰ

歯科保健指導の意義を理解し、歯科保健指
導および歯科衛生教育における歯科衛生士
として必要な知識・技能・態度を習得し、
臨床の場に十分対応し得る能力を得ること
をねらいとする。

１
年
・
前
後

90 2 ○ △ ○ ○

36 ○
歯科保健指導
論Ⅱ

歯科保健指導の意義を理解し、歯科保健指
導および歯科衛生教育における歯科衛生士
として必要な知識・技能・態度を習得し、
臨床の場に十分対応し得る能力を得ること
をねらいとする。

２
年
・
前
後

90 2 ○ △ ○ ○

37 ○

歯科保健指導
論Ⅲ・栄養指
導 （ 実 習 含
む）

栄養素の基礎知識、食事摂取基準、五大栄
養素等の栄養学の基礎について学ぶ。ま
た、人の健康を支える基本である食生活に
ついて学ぶとともに、う蝕と歯周病との関
連性を理解できるようにする。また、栄養
指導について学ぶ。

１
年
・
後
２
年
・
前

## 3 ○ △ ○ ○

38 ○
歯科診療補助
論Ⅰ

歯科診療補助の意義を理解し、歯科衛生士
が行う歯科診療の補助に必要な知識・技
能・態度を習得し、臨床の場に十分対応し
得る能力を得ることをねらいとする。

１
年
・
前
後

## 4 ○ △ ○ ○

39 ○
歯科診療補助
論Ⅱ

歯科診療補助の意義を理解し、歯科衛生士
が行う歯科診療の補助に必要な知識・技
能・態度を習得し、臨床の場に十分対応し
得る能力を得ることをねらいとする。

２
年
・
前
後

## 4 ○ △ ○ ○

40 ○
歯科診療補助
論Ⅲ

歯科診療補助の意義を理解し、歯科衛生士
が行う歯科診療の補助に必要な知識・技
能・態度を習得し、臨床の場に十分対応し
得る能力を得ることをねらいとする。

３
年
・
前

45 1 ○ △ ○ ○



41 ○
臨床実習・臨
地実習

各施設の臨床体系やシステムを理解し、診
療の見学や担当者の指導のもと、実際に予
防処置・診療補助・保健指導に携わる。臨
床実習を通じて、基本的な手技や患者対応
を習得し、基礎となる素養を身につける。
公衆衛生等の現場において、保健・福祉・
医療チームの中での役割を理解する。専門
的口腔ケアが提供できる方法について学
ぶ。ケア対象者に対して適切な対応ができ
る。

２
年
・
前
、
３
年
・
後

## 20 ○ ○ ○ ○

42 ○
介護職員初任
者研修

訪問介護員（ホームヘルパー）２級の後継
としてできた資格である。養成に必要な講
義、演習、実習を行う。

２
年
・
前
後

## 4 ○ △ ○ ○ ○ ○

43 ○
人道支援と看
護

ボランティア活動に関する基礎知識や必要
な資質について学ぶとともに、ボランティ
ア活動時の留意点についても学ぶ。高齢社
会を迎える現在、全身に疾患をもった患者
の歯科診療を行う機会が増えている。その
ため歯科医師のパートナーである歯科衛生
士も患者の精神面も含めて全身状態に目を
向けることが求められている。最小限知っ
ておきたい看護の知識を学ぶ。

２
年
・
前

30 1 ○ △ ○ ○ ○

44 ○ 歯科衛生総論

歯科衛生士の三大業務である歯科予防処置
論・歯科保健指導論・歯科診療補助論専門
分野総合の復習を行い、卒業・歯科衛生士
国家試験に対応できる知識のまとめをねら
いとする。

３
年
・
後

## 3 ○ ○ ○

44

期

週

合計 科目 101 単位（単位時間）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合につ
いては、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

19～20

卒業要件： 履修単位を満たしていること。成績評価が全て合格であること。

履修方法：
各教科における定期試験・課題・出席について学則に定める合格点
を取得すること。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）


